
目黒区病後児保育施設の整備・運営事業者募集要項 

 

令 和 ６ 年 ５ 月 

目 黒 区 

１ 趣旨 

目黒区では、令和２年度から令和６年度までを計画期間とする「目黒区子

ども総合計画」において、病後児保育施設が区内５地区につき、１地区１か

所以上となるよう整備していくことを目標として掲げています。 

現在、北部地区で２か所、中央地区、南部地区及び西部地区にそれぞれ１か

所の計５施設で事業を実施しておりますが、東部地区のみ未整備地区です。 

ついては、東部地区を優先的な整備対象地区として、病後児保育施設の整備・

運営を行う事業者について、募集を行います。 

 

２ 整備対象地区及び整備数 

東部地区において１か所を優先的に整備。ただし、東部地区以外で提案が

あった場合は、具体的な提案内容を踏まえて、整備対象とするか判断しま

す。 

 

（地区エリアの詳細は以下の区ホームページで確認してください。） 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/bunkasports/kankou/gokinjo/chiku-

juuku/index.html 

 

３ 開設時期 

原則として令和７年４月１日開設（令和６年度期中開設を含む） 

※開設可能時期を提案してください。 

 

４ 募集条件 

（１）施設種別等 

ア  施設種別 

病後児保育施設（児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な

期間に一時的に保育する施設） 

イ  設置条件 

小児科又は内科のある医療機関に付設する施設を条件とします。 

（２）規模等  

ア 保育定員  ４人以上 

イ 施設面積等要件 

（ア）保育室  定員１人当たり１．９８㎡以上かつ１室８．０㎡以上

（イ）観察室又は安静室 利用定員１人当たり１．６５㎡以上かつ１室  

３．３㎡以上で、児童の静養又は隔離の機能をもつ部屋であること。 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/bunkasports/kankou/gokinjo/chiku-juuku/index.html
https://www.city.meguro.tokyo.jp/bunkasports/kankou/gokinjo/chiku-juuku/index.html
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   （ウ）調理室 専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等との

兼用も可とすること。  

    （エ）調乳室 専用の調乳室を設けられない場合は調理室の一部を区画す       

ること。 

(オ) 便所 手洗い設備が設けられているとともに、実施施設の他の部分         

と区画されていること。 

（３）整備物件の条件 

  ア 建築基準法等の法令上、改装により病後児保育事業を実施できるこ

と。 

  イ 利用児童の安全に配慮した避難経路が確保されていること。 

  ウ 非常口は、火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に２か所２方

向設置されていること。 

エ 賃貸物件の場合、事業者として決定した場合には確実に借り受けること 

ができること。 

オ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

  （ア）建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）により

建築された建物。 

（イ）建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

（平成１８年国土交通省告示第１８４号）に定める方法により行った

耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリー

ト造の建築物にあってはＩｓ値０．７以上かつ、ｑ値１．０以上若し

くはＣｔｕＳｄ値０．３以上、木造の建築物にあってはＩｗ値が１．

１以上であることが確認された建築物。 

（４）職員配置等 

ア 看護師等  利用児童１０人につき１人以上（医療機関との兼任可） 

イ 保育士   利用児童３人につき１人以上 

ウ 医師との連携 

 児童の病態の変化に的確に対応し安全に保育を行うため、指導医をあ 

らかじめ選定し、医療の連携体制を十分に整えること。 

（５）開設時間等 

ア 開設時間 午前７時１５分から午後７時１５分までの間の９時間以上 

イ 休業日  日曜日、祝日、夏季休業（５営業日程度）、年末年始等 

 

５ 開設経費及び運営経費に対する補助 

（１）整 備 費  １，２６０万円 

病後児保育の実施に必要な改修経費・開設前賃借料 

（開設前賃借料は、１ヶ月分のみ対象として、礼金を含め、６０万円を

上限とします。） 

（２）運営基本費   
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一日の保育時間 金 額 

9時間以上10時間未満 月額８５５，２５０円 

10時間以上11時間未満 月額９１５，２５０円 

（３）加 算 額  利用児童１人当たり１日４，０００円 

(４) 改  善  費  年額２，０３４，０００円程度 

         (保育施設への情報提供や巡回指導を実施した場合。) 

(５)キャリアアップ補助金 年額１，００８，０００円程度 

         (職員の給与に充てるための補助金、定員４人の場合の令

和５年度実績額。) 

＊ 補助金額は区が補助要綱により定める額で予算の範囲内とします。 

 

６ 実施事業内容 

（１）利用対象 

 区内に在住する生後６か月以上の保育園等の在籍児 

   （２）症例の目安 

指導医等との協議により、対応可能な症例等の目安を作成し、保護者に

対して周知し、理解を得ること。 

（３）保育中の健康管理 

体温の管理等、児童の健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童

を受け入れる場合に他児への感染を防止すること。 

（４）保護者負担（利用料） 

１人１日当たり２，１００円 

 

７ スケジュール 

７月１２日（金）まで     事業者からの提案書受付 

７月下旬から８月下旬     提案書審査、ヒアリング及び現地審査 

９月             事業者決定 

  ※提案がない場合は、再募集を行う。 

 

８ 選定方法 

事業者選定委員会を設置し、事業申請書等の書類審査並びに事業者ヒアリ 

ング及び現地視察により選定します。 

 

以   上 
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≪応募手続きについて≫ 

１ 応募申込書の提出 

本公募への申込みは、次の申請書類を提出してください。区にこれらの

書類を提出した事業者を応募申込者とします。 

該当する書類がない場合は、その理由を記載した書類を提出してくださ

い。 

（１）事業申請書  別紙様式 

（２）添付書類 

ア 法人の事業実績・沿革  様式自由（パンフレット可）  

イ  法人定款（又は寄附行為） 応募申込日現在のもの 

ウ  法人登記に係る履歴事項全部証明書 ３か月以内に発行されたもの 

エ  決算書（法人全体）（直近３か年分） 

  監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により 

適正な会計基準に沿って処理されたことを証する書類を付したもの。 

オ 収支予算書（法人全体） 

  カ 収支予算書（開設予定の病後児保育施設） 

（３）関係図書等 

ア  開設予定物件の平面図（A３判、1/200）（各保育室の有効面積、廊下

幅を明記すること。） 

イ  室別面積表 

  ウ 物件の仮契約書等 

２ 書類作成上の留意点 

（１）提出部数・綴り方 

正本１部、副本８部を提出してください。 

（２）提出書類は、ファイル（A4・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙に

「目黒区病後児保育施設の整備・運営事業者申請書」及び「法人名」を記

入し、書類名にインデックスを付して提出してください。 

（２）追加書類の提出 

区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあります。 

（３）著作権の帰属等 

応募申込書類及び借受申請書類等の著作権は、応募申込者及び申請者に 

帰属します。事業者決定後に利用者への周知のため、計画内容を区が公表

することがあります。また、提出書類は、理由の如何によらず返却しませ

ん。 

（４）費用の負担 

本公募に関し必要な費用は、応募申込者及び申請者の負担とします。 

３ 応募期間 
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令和６年７月１２日(金)まで 

 

４ 提出先／問合せ先 

〒１５３－８５７３ 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 目黒区総合庁舎 ６階 

目黒区子育て支援部保育計画課保育施設整備係  

電話：０３－５７２２－９４２９[直通]  担当 藤枝 

ＦＡＸ：０３‐５７２２‐８７１５ 

 
※メールの場合は件名に【病後児保育応募】と入れてください。 


